
                      日本図書館協会が作成した「図書館における障害を理由とする差別の解消の
推進に関するガイドライン」では，障害者に対する不当な差別的取扱いに当たる例など
が具体的に示されている。次の記述Ａ～Ｄはいずれもガイドライン中で示されている具
体例であるが，このうち，障害者に対する不当な差別的取扱いに当たる例のみを全て選
んでいるのはどれか。
Ａ．障害者に対して，来館に際して通訳者や家族の同行を求める。
Ｂ．手話通訳者の手配ができないことを理由に，障害者が図書館における催しに参加す
るのを断る。

Ｃ．個々の配慮にそれなりの時間と人数を要する利用者に対し，事前に来館日時の連絡
を求める。

Ｄ．手話通訳者などの派遣手続のため，講演会の申込み締切りを一般よりも前にする。
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